
　

： 旅行終了後、出発日が属する会計年度内に請求してください（4月1日～翌年3月31日までを一
会計年度とします）。間に合わない場合は、最終期限を翌年度の５月１５日必着とします。
※５月１５日が土曜日の場合は５月１７日、日曜日の場合は５月１６日が最終期限となります。

ゴジョ　ハナコ

特別会員になって１年以上経過した方。
ただし、この給付を受けられるのは３年に１回ですので、前年度および前々年度の間に出発した
旅行でこの給付を受けた方は対象になりません。

対 象 の 旅 行 ： １回の旅行が１泊２日以上および特別会員１人分の自己負担額が３万円以上である旅行です。
例）夫婦２人で4万円の旅行代金を夫（特別会員）が一括払いした場合、夫は請求可能か？
　　　⇒1人あたり2万円となりますので、給付の対象になりません。

対 象 の 費 用 ： ◎宿泊費　　◎交通費（ガソリン代・有料道路料金・駐車場代は対象外）
※飲食代・イベント等参加費・施設入場料・宅配料・お土産代・各種入会費等は対象外。

フ  リ  ガ  ナ

請求者氏名 ： 互助　花子 特別会員との続柄 ：

記入例旅 行 補 助 請 求 書

（旅行終了後、必要書類を添えてご請求ください）

太
枠
内

特別会員氏名 互助　花子 特別会員番号 123456

旅　 行　 先 長野県に
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

旅 行 期 間
令和 6 年

旅 行 費 用

※１泊２日以上の日程の旅行が対象です。

月 3 日 ～ 令和 67 年 7 月 5 日

円

特別会員一人あたり
52,000

備　　　　考

※1人分の費用が３万円以上の旅行が対象です（下記「対象の旅行」・「対象の費用」参照）。

補足事項があれば記入してください。

20 日

　（一財）高知県教職員互助会理事長　様　　　　　　　　　　
〒 7 8 0 0 0 0

　上記のとおり請求します。
令和 6 年 7 月

住　　　　 所 ： 高知市○○町１－１－１

電 話 番 号 ： ０８８－△△△－××××

請 求 期 限

添付の領収書は２名分の金額です。

給 付 金 額 ： １０,０００円。

給付の振込先 ： 互助会へ届出いただいている口座へ振込みます。

本人

給 付 額 ： １０，０００ 円　

対象となる方 ：

必 要 書 類 ： ◎旅行補助請求書（この用紙）
◎領収書（特別会員の宛名・1人分３万円以上の自己負担額が分かる領収書、写し可）
※日程表や明細書等がある場合は、できるだけ一緒に送ってください。旅行費用と分かりかねる
　場合など、内容が分かる書類を追加で提出いただく場合があります。
※領収書の宛名は、請求をする特別会員本人名（連名でも可）で発行してもらってください。
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